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【
障
害
者
が
福
祉
サ
ー
ビ
ス

を
受
け
ら
れ
る
た
め
の
仕
組
み
】

(1)
「
サ
ー
ビ
ス
等
利
用
計
画
」
と

「
個
別
支
援
計
画
」
の
関
係

「
サ
ー
ビ
ス
等
利
用
計
画
」
は
、

指
定
特
定
相
談
支
援
事
業
者
の
相

談
支
援
専
門
員
が
「
本
人
の
し
た

い
こ
と
」
を
総
合
的
な
援
助
方
針

や
解
決
す
べ
き
課
題
を
踏
ま
え
て

最
適
な
サ
ー
ビ
ス
の
組
み
合
わ
せ

等
を
検
討
し
作
成
し
ま
す
。

「
個
別
支
援
計
画
」
は
障
害
福
祉

サ
ー
ビ
ス
事
業
者
の
管
理
責
任
者

が
「
サ
ー
ビ
ス
等
利
用
計
画
」
に

お
け
る
総
合
的
な
援
助
方
針
に
基

づ
き
、
本
人
の
ニ
ー
ズ
、
目
標
を

踏
ま
え
て
作
成
し
ま
す
。

(2)
サ
ー
ビ
ス
等
利
用
計
画
の

重
要
性

①
サ
ー
ビ
ス
利
用
計
画
は
、
本
人

や
家
族
の
思
い
を
基
に
、
年
齢
に

応
じ
た
現
在
困
っ
て
い
る
こ
と
や
、

将
来
希
望
す
る
暮
ら
し
ぶ
り
を
併

せ
て
考
え
る
、
つ
ま
り
は
「
ラ
イ

フ
プ
ラ
ン
」
の
作
成
で
す
。

②
ま
た
、
特
に
知
的
や
発
達
障
害

の
あ
る
人
の
地
域
生
活
支
援
を
考

え
る
う
え
で
、
相
談
支
援
は
意
思

決
定
支
援
を
「
形
」
に
す
る
う
え

で
大
変
重
要
で
あ
る
と
言
え
ま
す
。

【
地
域
生
活
に
必
要
な

サ
ー
ビ
ス
の
イ
メ
ー
ジ
】

(

ラ
イ
フ
ス
テ
ー
ジ
に
シ
ー
ム
レ

ス
に
対
応
す
る
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の

活
用)一

人
暮
ら
し
、
グ
ル
ー
プ
ホ
ー

ム
、
家
族
同
居
等
、
い
ず
れ
も
地

域
資
源
、
利
用
調
整
を
行
わ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
が
、
福
祉
サ
ー
ビ

ス
が
活
用
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て

い
る
か
は
疑
問
で
あ
る
。
法
律
が

で
き
て
も
運
用
で
き
な
け
れ
ば
意

味
が
な
い
。

○
自
立
訓
練
事
業
の
新
た
な
形

で
あ
る
訪
問
型
生
活
訓
練
事
業

の
創
設
に
つ
い
て

自
立
訓
練
は
生
活
訓
練
と
機
能

訓
練
に
分
か
れ
て
い
る
。

生
活
訓
練
に
は
、
通
所
を
活
用

す
る
方
法
と
宿
泊
し
て
行
う
方
法

の
二
つ
の
方
が
あ
る
。

新
た
に
、
訪
問
し
て
行
う
方
法

（
訪
問
介
護
型
）
を
確
立
し
、

自
宅
で
、
次
の
よ
う
な
事
が
出
来

る
よ
う
に
支
援
を
行
う
。

①
調
理

②
掃
除
、
整
理
整
頓
洗
濯

③
服
薬
管
理

④
近
所
付
き
合
い
へ
の
支
援

⑤
Ｓ
Ｏ
Ｓ
が
出
せ
る
場
所
を
決
め

る
等
が
で
き
る
訓
練

○
移
動
支
援
が
目
指
す
も
の

①
公
共
交
通
機
関
を
通
し
て
、
職

場
に
通
う

②
買
物
が
で
き
る

③
医
療
機
関
で
受
診
、
薬
を
受
取

れ
る

④
道
に
迷
っ
た
時
の
対
応
方
法
、

⑤
自
転
車
の
乗
り
方
（
交
通
手
段
）

等
を
身
に
つ
け
る
こ
と
。
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や
ま
ゆ
り
研
修
会
報
告

「
知
的
障
害
者
福
祉
の
未
来
を
見
据
え
て
」

～
障
害
福
祉
政
策
に
提
案
す
る
こ
と
～

障
害
者
の
地
域
移
行
が
進
め
ら
れ
る
一
方
で
、
高
齢
化
・
重
度
化
が

進
ん
で
お
り
、
そ
れ
に
対
応
す
る
障
害
者
が
利
用
で
き
る
社
会
資
源
は

十
分
整
っ
て
い
な
い
の
が
現
状
で
す
。

平
成
28
年
２
月
22
日
神
奈
川
県
民
セ
ン
タ
ー
に
お
い
て
「
障
害
者
政

策
委
員
（
内
閣
府
）
」
や
「
障
害
者
の
高
齢
化
に
関
す
る
課
題
検
討
委

員
会
（
全
社
協
）
」
に
委
員
と
し
て
参
加
さ
れ
て
い
る
田
中
正
博
氏
に
、

障
害
者
が
地
域
生
活
を
す
る
上
で
の
福
祉
的
課
題
や
サ
ー
ビ
ス
の
方
向

性
に
つ
い
て
講
演
し
て
頂
き
ま
し
た
。

新
た
な
提
案



神奈川県知的障害者施設保護者会連合会ニュース第70号 平成28年3月30日発行

○
障
害
者
の
通
院
時
の
付
添

に
つ
い
て

移
動
介
助
だ
け
で
な
く
、

ヘ
ル
パ
ー
が
本
人
の
代
弁
者

と
し
て
医
師
に
伝
え
ら
れ
る

よ
う
に
、
通
院
介
助
の
見
直

し
を
す
る
。

○
「
家
族
同
居
の
高
齢
化
」

を
ど
の
よ
う
に
受
け
止
め

る
か

認
知
症
高
齢
者
は
右
肩
上

が
り
で
増
え
て
お
り
、
同
居

家
族
や
地
域
移
行
し
た
人
た

ち
の
課
題
を
整
理
し
、
介
護

保
険
の
仕
組
み
の
中
で
高
齢

福
祉
サ
ー
ビ
ス
に
移
行
し
た

場
合
の
利
用
者
負
担
に
な
ら

な
い
か
を
検
証
す
る
必
要
が

あ
る
。

○
地
域
に
お
け
る
居
住
支
援

の
た
め
の
機
能
強
化

国
庫
補
助
に
よ
る
モ
デ
ル

事
業
と
し
て
地
域
生
活
支
援

拠
点
の
整
備
を
推
進
し
て
い

く①
安
心
コ
ー
ル
セ
ン
タ
ー

（
仮
称
）
の
設
置

親
と
の
同
居
の
家
庭
、
各

グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ム
、
シ
ョ
ー

ト
ス
テ
イ
、
一
人
暮
ら
し
か

ら
、
24
時
間
対
応
の
安
心
コ
ー

デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
を
配
置
し
、

相
談
受
付
の
機
能
を
持
つ
。

②
地
域
に
お
け
る
縦
横
連
携

地
域
保
健
と
障
害
者
福
祉
、

学
校
保
健
と
障
害
児
支
援
、

母
子
保
健
と
障
害
児
支
援
の

関
係
者
間
の
共
通
理
解
を
持

ち
、
情
報
を
共
有
し
、
途
切

れ
な
い
支
援
の
調
整
を
行
う
。

③
行
動
障
害
が
あ
る
者
に
対

す
る
支
援

本
人
が
困
っ
て
い
る
こ
と
、

出
来
る
こ
と
、
強
み
、
特
性

を
把
握
し
、
本
人
の
困
難
さ

を
軽
減
し
た
り
、
取
り
除
く

た
め
の
支
援
計
画
を
立
案
し
、

支
援
す
る
。

④
地
域
包
括
ケ
ア
シ
ス
テ
ム

の
構
築
に
つ
い
て

重
度
な
介
護
状
態
に
な
っ

て
も
住
み
慣
れ
た
地
域
で
自

分
ら
し
い
暮
ら
し
を
人
生
の

最
後
ま
で
続
け
ら
れ
る
よ
う
、

医
療
・
介
護
・
予
防
・
住
ま

い
・
生
活
支
援
が
一
体
的
に

提
供
さ
れ
る
為
の
シ
ス
テ
ム

を
地
域
の
特
性
に
応
じ
て
作

り
上
げ
て
い
く
こ
と
が
必
要

で
あ
る
。

今
回
の
研
修
は
、
今
後

の
国
の
福
祉
政
策
の
動
き

が
み
え
る
研
修
会
で
あ
っ

た
と
感
じ
た
。

障害を持つ人たちが病気になったとき、
ケガをしたときに備えて

神奈川施保連では、知的障害児者や自閉症児者が病気やケガをしたとき、ま
た、そのために入院したときなどに備え、「やまゆり知的障害児者生活サポー
ト協会」の運営に参加しています。加入資格、その他の詳細は、下記までお問
い合わせください。

やまゆり知的障害児者生活サポート協会
〒221-0844 横浜市神奈川区沢渡4-2
神奈川県社会福祉会館内 TEL:045-314-7716 FAX:045-324-0426

神奈川施保連

○
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社

会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る

た
め
の
法
律
及
び
児
童
福
祉
法

の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案

平
成
27
年
４
月
よ
り
19
回
に

わ
た
り
検
討
を
行
い
ま
と
め
ら

れ
た
概
要
。

(1)
障
害
者
地
域
生
活
の
実
現
と

支
援
（
見
直
し
時
が
重
要
）

(2)
常
時
介
護
を
必
要
と
す
る
人

等
へ
の
対
応

(3)
障
害
者
の
社
会
参
加
へ
の
促

進(4)
障
害
児
支
援
の
ニ
ー
ズ
の
多

様
化
へ
の
き
め
細
か
い
対
応

(5)
サ
ー
ビ
ス
の
質
の
確
保
・
向

上
に
向
け
た
環
境
整
備

(6)
所
要
の
規
定
を
整
備
す
る
。

障
害
者
総
合
支
援
法
施
行

３
年
後
の
見
直
し
に
つ
い
て


